
議題２

大阪市空家等対策計画（第２期）の
進捗状況等について



【資料２－１】大阪市空家等対策計画（第２期）の進捗状況

第１ 計画の目的と対象

第２ 大阪市の空家の現状

第３ 空家等対策の基本的な方針と目標

第４ 空家等の調査

第５ 住民等からの空家等に関する相談への対応

第６ 所有者等による空家等の適切な管理の促進

第７ 空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進

第８ 特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処

第９ 空家等に関する対策の実施体制等について



・平成30年度は、地震・台風によって通報件数が急増している。
・令和２年度以降は、通報件数は増えているが、是正が進んでいることから未是正件数は概ね横ばいとなっている。

第２ 大阪市の空家の現状

特定空家等の件数（令和５年9月末時点の累計）

時点
通報件数
（累計)

是正済
（累計)

未是正
（累計)

H28.4.1 365       -          365       

H29.3.31 655       185       470       

H30.3.31 988       399       589       

H31.3.31 1,814    831       983       

R2.3.31 2,212    1,299    913       

R3.3.31 2,488    1,658    830       

R4.3.31 2,836    2,005    831       

R5.3.31 3,142    2,322    820       

R5.9.30 3,329    2,499    830       
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区別の特定空家等の是正状況（令和５年9月末時点の累計）

・是正済件数は、生野区が247件と最も多く、次いで阿倍野区201件、東淀川区180件となっている。
・未是正件数は、生野区が106件と最も多く、次いで淀川区の82件、旭区の74件となっている。



・特定空家等の危険度の割合は、危険度１が最も多く、次に保安上危険以外になっている。
・危険度２、危険度３－１、危険度３－２の未是正件数は５５件であり、全体の約７％となっている。

分野（危険度）別の是正状況（令和５年9月末時点の累計）

危険度１
保安上危険な建築物のうち、倒壊等の

おそれがないもの

危険度２
保安上危険な建築物のうち、危険度１

及び危険度３ー１、３－２以外のもの

危険度３－１

保安上危険な建築物のうち、倒壊等の

おそれは低いが、危険防止措置がとれ

ない、崩落・落下物により、第三者に

危害を及ぼす恐れがあるもの

危険度３－２

保安上危険な建築物のうち、倒壊等の

おそれがあり、かつ、第三者に危害を

及ぼす恐れがあるもの

衛生上有害、景観阻害、生活環境上不

適切の分野

保

安

上

危

険

保安上危険以外の分野



特定空家等の分布（令和５年9月末時点）

特定空家等 是正済（2,499件） 特定空家等 未是正（830件）



分野（危険度）別の特定空家等の分布（令和５年9月末時点）

保安上危険【危険度１】是正済（1,905件） 保安上危険【危険度１】未是正（676件）



分野（危険度）別の特定空家等の分布（令和５年9月末時点）

保安上危険【危険度２】是正済（27件） 保安上危険【危険度２】未是正（13件）



分野（危険度）別の特定空家等の分布（令和５年9月末時点）

保安上危険【危険度3-1】是正済（9件） 保安上危険【危険度3-1】未是正（27件）



分野（危険度）別の特定空家等の分布（令和５年9月末時点）

保安上危険【危険度3-2】是正済（86件） 保安上危険【危険度3-2】未是正（15件）



分野（危険度）別の特定空家等の分布（令和５年9月末時点）

保安上危険以外 是正済（472件） 保安上危険以外 未是正（99件）



各年度受付の特定空家等の是正による件数の減少に
ついて

⚫ 平成27年度以前に建築基準法に基づき指導を
行っていた老朽危険家屋の内、住家や一部居住長
屋など使用されているものを除く、365件につい
て空家法（平成28年）に引き継がれた。その１
年後には７割、２年後には５～６割、３年後には
４割、４年後には３割と、是正によって減少し、
現在２割になっている。

⚫ 平成２８年度以降、空家法の対象として各年度で
通報等を受けた特定空家等は、その年度末には、
３割が是正され７割となり、その後１年で４～５
割、２年で３～４割、３年で2～３割、４年で２
割になっている。

⚫ 年数の経過に伴い、是正割合は下がるものの、一
定の割合で是正が進んでいる。

未是正の特定空家等の推移（経過年数）

H30年度

H27年度以前

R1年度
H29年度

H28年度

件数

R2年度

R3年度

826

398

365348
333

290

276

55

154

65

33

54

91156

212

R4年度

306



危険度3-1 危険度3-2

1,905          27               9                 86               2,027          472             2,499          

676           13              27              15              731           99              830           

434             5                 19               9                 467             58               525             

181             5                 4                 5                 195             33               228             

36               3                 3                 1                 43               3                 46               

25               -                 1                 -                 26               5                 31               

2,581        40              36              101           2,758        571           3,329        

①所有者全特定

②所有者調査中

③所有者所在不明

④相続人不存在

合計

未是正（①+②+③+④）

保安上危険
保安上危険

以外
合計

是正済

危険度３
危険度１ 危険度２ 計

• 令和５年９月末時点の未是正の特定空家等の累積件数は830件存在し、そのうち所有者不明の特定空家等
は77件となっている。

• 通報等から概ね３、４年程度で、約８割の特定空家等が是正されているが、所有者行方不明及び相続人不
存在の特定空家等については、是正が進まず、未是正のまま長期間が経過している。

所有者不明の特定空家等の件数（令和５年9月末時点）

【特定空家等件数表（危険度別、所有者状況別）】



所有者不明の特定空家等の分布（令和５年9月末時点）

【所在不明】未是正（46件） 【相続人不存在】未是正（31件）

危険度１ ○

危険度２ △

危険度３－１ □

危険度３－２ ☆

保安上危険以外 ＋



・空家等対策の基本的な方針を踏まえ、空家等対策を計画的・効果的に推進し、その達成状況を測定するため、
成果指標として次のとおり目標を設定する。

指標 目標値

１．特定空家等の件数
増加を抑制（令和７年度900件未満）

➡ 830 件 （900件未満を達成）

２．特定空家等の解体や補修等による
是正件数

年間300件以上

➡ 177 件（R5.4.1～R5.9.30の実績、
年間では300件を達成する見込み）

３．今後５年程度の空家の活用意向が
ある所有者の割合

９割以上を維持（令和7年度）

➡ 91.9％（令和４年度調査）

第３ 空家等対策の基本的な方針と目標

空家等対策の目標の達成状況（令和５年9月末時点の状況）



今後５年程度の空家の活用意向がある所有者の割合（令和４年度大阪市調査）

Ｑ 今後5年間程度のうちに、空家をどのように利用したいですか。（最も近いもの1つ）
※現在の利用方法を継続する場合も、該当するものを選んでください。

活用意向有
91.9%

活用意向無
8.1%

2年に1度ネットアンケートにより実施

（参考）全国 活用意向：69％
（R元年度 空き家所有者実態調査（国土交通省）より 大阪市集計）



第４ 空家等の調査

・各区役所に空家等対策の相談窓口を設けて広報を行い、住民から特定空家等の通報を受け付けて得られた
空家情報を把握。

・市民等からの通報に加え、職員によるパトロールを実施するなど、通報以外による空家等の情報把握にも
努めている。

【各区における空家等把握の調査】

発生

予防

適正

管理
利活用

特定空家

対策

防災防犯

対策
その他

危険度

判定

所有者

情報

所有者

意向等
その他

都島区 不定期 一部の重点地域 担当職員 一部住宅（水道閉栓情報等によるスクリーニング） ○ ○ － ○ － － ○ ○ ○ －
特定空家等の早期発見。

発見した特定空家等については、所有者調査のうえ文書発送。

西区 8月 区内全域 担当職員 全戸調査（空家に関わらず） ○ ○ － ○ － － ○ ○ － － 特定空家等の把握。

城東区 通年 区内全域 担当職員 区内巡回時に確認 － ○ － ○ － － ○ － － －

職員が外勤等の際に見回りを実施し、危険な状態若しくは危険な状態になり

そうな空家等について、所有者等へ助言や情報提供を実施。その結果、特定

空家等の増加の抑制及び早期発見につながっていると考えている。

阿倍野区 通年 区内全域 担当職員 全戸調査（空家に関わらず） ○ ○ － ○ ○ － ○ ○ ○ －
職員のパトロールや外勤の際、空家等の危険家屋を発見し、所有者等調査を

実施。所有者等に対して助言や情報提供を行っている。

東住吉区 通年
区内全域

（月毎に異なる地域）
担当職員 全戸調査（空家に関わらず） － ○ － ○ ○ － ○ ○ ○ －

区内全域のパトロール時に空家等の発見及び空家情報の共有により、危険個

所等の早期発見に繋げている。また、通報物件の危険度の定期チェックを行

い、地域住民や警察等と情報共有を行っている。

西成区 通年 区内全域 担当職員 全戸調査（空家に関わらず） ○ － － － － － ○ － － －

地域安全パトロールや外勤の際、「危険と思われる」「危険となる可能性が

ある」空家等が発見されれば、所有者等へ助言や情報提供を行い、特定空家

等の増加抑制に繋げている。

対応目的

成果等区 期間 対象地域 方法 対象物件



第５ 住民等からの空家等に関する相談への対応

●空家所有者等からの空家等に関する相談への対応時に活用しているマニュアル等
窓口対応マニュアル 24区
空家ハンドブック 18区
空き家・住まいの相談窓口のご案内 18区
空家相談ホットライン 21区
その他（シルバー人材センター、池田泉州銀行及び住宅金融支援機構と連携して作成したリーフレット、

相続登記の義務化（大阪法務局）、空家利活用改修補助事業、密集市街地補助制度、道路等に面し
たブロック塀等の撤去、大阪府住宅リフォームマイスター制度、生野区空き家活用プロジェクト
が実施する「空き家カフェ」のチラシ等）

●地域包括支援センターとの連携
（ハンドブックの配架やセミナー

の案内等）
連携している区 12区

・空家等対策に関する情報収集や助言・指導を効果的に行うために、平成28年度より各区役所に相談窓口を設置。
・特定空家等に関する通報等については、各区役所の相談窓口で受け付け、現地を確認し、関係局とも連携しな
がら所有者調査や助言・指導等に取り組んでいる。

・空家所有者等からの相談については、各専門家団体や住まい情報センター、大阪の住まい活性化フォーラムの
相談窓口一覧の案内チラシを作成し、相談内容に応じて案内するなど、関係機関と連携して取り組んでいる。

・また、高齢者等の相談窓口である地域包括支援センターとも連携し、空家の発生予防や適正管理に努めている。

●相談件数（通報件数等）
H30年度 826 件

R1年度 398 件
R2年度 276 件
R3年度 348 件
R4年度 306 件
R5年度（9月末）187 件

●不動産団体との連携による無料相談会の実施（令和４年度実績）
（H31.3.4事業連携協定に基づく取組み） （24区合計）

一般社団法人 大阪府宅地建物取引業協会 延べ 201回実施 相談件数563件
公益社団法人 全日本不動産協会大阪府本部 延べ 85回実施 相談件数292件



【事業概要】
空家問題の解決に理解と関心を持ち、旭区内の空

家問題解決のための活動（区民からの空家に関する
相談の対応や、解決方法の提案等）を積極的に行う
不動産関連業者を「大阪市旭区空家相談員」として
委嘱し、区で開催する個別相談会で空家所有者等が
抱える悩みに直接対応する。

また空家所有者の同意を得られた場合に限り、区
役所から空家相談員を紹介する。

【事業目的】
空家所有者や地域で空家にお困りの方が抱える空

家に関する悩みを専門家に繋ぐことで、空家問題を
長引かせずに解決へ導く。

旭区空家相談員制度

◆ 空家相談員による個別相談会の開催
・宅地建物取引士や司法書士、弁護士などの専門家に空家に関するお
悩みを直接相談できる「空家個別相談会」を開催しています。
・１回の相談は30分程度で予約は不要、無料で相談することができま
す。
・開催日については、各区役所ホームページ等で案内しています。
・空家をお持ちの方や近隣の空家にお困りの方、どなたでも参加でき、
専門家が相談対応していることから、解決件数が増えています。

年度 個別相談会 相談者数
空家相談員に

繋げた件数

解決に至った

件数

R3年度 11 回 15 件 4 件 4 件

R4年度 18 回 11 件 7 件 4 件

R5年度 7回※ 8 件 3 件 0 件

※12回予定

◆ 取組実績



空家等対策の推進にかかる協定
（株式会社池田泉州銀行及び独立行政法人住宅金融支援機構との三者協定）

連携協定に基づき提供する金融商品
• ＜池田泉州＞空き家対策応援ローン

※店頭金利から1.7パーセント※金利引下げ
※令和5年10月1日～（以前は0.5パーセント）

• ＜池田泉州＞リバースモーゲージ幸せ百年（住宅プラン）
（独立行政法人住宅金融支援機構提携）
※店頭金利から0.1パーセント金利引下げ

経過（協定について）
• 空家等の発生の未然防止並びに所有者等による空家等の適正管理

及び利活用に関する対策を推進し、もって地域住民の生活環境の
保全、地域の活性化を図ることを目的に令和３年９月８日に連携
協定を締結。

協定に基づく連携概要
• 市内における空家等の発生の未然防止並びに所有者等による空家

等の適正管理及び利活用に資する金融商品を開発・提供する。
• 本市が行う空家等対策に関する施策を広く周知するため、広報・

周知活動を行う。

◆ 協定に基づく実績（令和５年９月末時点）
空き家対策応援ローン：０件
ﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞ幸せ百年（住宅プラン）：０件

• 協定に基づき作成したリーフ
レットを池田泉州銀行各支店窓
口に配架。

• 令和３年12月 阿倍野区・西成
区合同開催の空家セミナーにお
いて、空家の解体等に活用でき
る金融商品の紹介や、活用事例
を紹介。

＜協定に基づき作成したリーフレット＞

https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/cmsfiles/contents/0000415/415450/leaflet20231001.pdf


第６ 所有者等による空家等の適切な管理の促進

●広報紙を活用した普及啓発や空家所有者等
の意識啓発、セミナー等の実施

広報誌 20区
ホームページ・SNS 17区
イベント・セミナー等 16区

●防犯・防災担当との連携した空家の情報共有や
パトロール等による地域課題の共有化の取組み

21区で実施

・空家等の管理責任を所有者等に啓発し、空家等が管理
不全に陥らないようにするため、各区役所を拠点とし、
専門家団体等とも連携しながら、きめ細やかな相談・
普及啓発に取り組んでいる。

・高齢単身者の増加とその後の空家管理の問題に着目し、
特定空家等の発生を抑制できるよう、高齢の住宅所有
者等への適正管理に関する啓発をはじめとする予防的
な空家等対策にも取り組んでいる。

（令和５年９月末時点）

北区 ○ ー ー ー

都島区 ○ ○ ○ ○

福島区 ー ○ ○ ー

此花区 ○ ○ ○ ○

中央区 ○ ○ ー ○

西区 ー ○ ー ○

港区 ○ ー ー ○

大正区 ○ ○ ○ ○

天王寺区 ○ ○ ー ー

浪速区 ○ ○ ー ○
近隣住民による空家への落書きの通報及び、空家所有者と共

に落書きの除去作業を実施した。

西淀川区 ○ ○ ○ ○

淀川区 ○ ー ○ ○

東淀川区 ○ ○ ○ ○

東成区 ○ ○ ー ○

生野区 ー ー ○ ○

旭区 ○ ー ○ ○

城東区 ○ ○ ○ ○

鶴見区 ○ ○ ○ ○
照明が点いたままの空家について、近隣住民が空家所有者に

連絡し改善。併せて危険個所の改善を促し改善した。

阿倍野区 ー ○ ○ ○

住之江区 ○ ー ○ ○

住吉区 ○ ー ○ ○

東住吉区 ○ ○ ○ ○

平野区 ○ ○ ー ○

西成区 ○ ○ ○ ○

区名

空家所有者等への意識啓発

の取組内容（実施予定含む）
防犯・防災

担当との

連携

地域・住民の共助による

特定空家等への対策の成功事例

（落書きの除去など）広報紙 HP・SNS
イベント・

セミナー等

【各区における空家所有者等への意識啓発実施状況等】



広報紙を活用した普及啓発や空家所有者等の意識啓発の例

鶴見区（６月）

北区（７月） 大正区（10月）



広報紙を活用した普及啓発や空家所有者等の意識啓発の例

西成区（10月）

東住吉区（８月）



各区において、各種団体と連携し、空家セミナーや講座等を実
施している。
《令和４年度 １２区 → 令和５年９月末 １６区》

連携先
⚫ 大阪の住まい活性化フォーラム（福島区・此花区・淀川区・

東淀川区・城東区・鶴見区・阿倍野区・東住吉区）
⚫ 大阪府不動産コンサルティング協会（西淀川区・阿倍野区・

住之江区・西成区）
⚫ 既存住宅・空家プロデュース協会（阿倍野区・東住吉区）
⚫ 全日本不動産協会大阪府本部（住吉区）
⚫ 空家相談員（大正区、旭区）
⚫ 老人福祉センター（都島区）
⚫ その他 akippa㈱（生野区）、㈱フル・プラス（住吉区）、

空き家活用㈱（住吉区）

専門家団体等との連携（イベント・セミナー等の実施状況）

【各区におけるセミナー等実施状況】

区名 実施時期 内容（参加人数、定員） 連携先

都島区 令和５年８月 夏季ラジオ体操啓発事業での空き家に関する出前講座（11名） 老人福祉センター

福島区 令和６年２月
空家セミナー、個別相談会（30名）

※此花区合同開催

大阪の住まい活性化フォーラム

・大阪府不動産コンサルティング協会

・信頼できる工務店選び相談所・求められる工

務店会

此花区 令和６年２月
空家セミナー、個別相談会（30名）

※福島区合同開催

大阪の住まい活性化フォーラム

・大阪府不動産コンサルティング協会

・信頼できる工務店選び相談所・求められる工

務店会

令和５年８月～

令和６年１月
空家個別相談会（年間計画において8月、9月、10月、11月、1月の年5回開催） 大正区空家相談員

西淀川区 令和５年11月 相続と空家問題（40名） 大阪府不動産コンサルティング協会

淀川区 令和５年11月
空家セミナー、個別相談会（30名）

※東淀川区合同開催

大阪の住まい活性化フォーラム

・大阪府不動産コンサルティング協会

・大阪司法書士会

東淀川区 令和５年11月
空家セミナー、個別相談会（30名）

※淀川区合同開催

大阪の住まい活性化フォーラム

・大阪府不動産コンサルティング協会

・大阪司法書士会

生野区 令和５年11月
空き家に空いているスペースを「時間貸し駐車場」として利活用を検討している土

地所有者への勉強会（20名）
akippa㈱

令和５年４月 空家個別相談会（毎月（奇数月は第2金曜日、偶数月は第4日曜日に開催） 旭区空家相談員

城東区 令和５年11月
空家セミナー、個別相談会（30名）

※鶴見区合同開催

大阪の住まい活性化フォーラム

・大阪府不動産コンサルティング協会

・大阪司法書士会

鶴見区 令和５年11月
空家セミナー、個別相談会（30名）

※城東区合同開催

大阪の住まい活性化フォーラム

・大阪府不動産コンサルティング協会

・大阪司法書士会

令和５年９月
空家の管理・活用セミナー、個別相談会（16名）

※東住吉区合同開催
・既存住宅・空家プロデュース協会

令和５年10月
空家の管理・活用セミナー、個別相談会（18名）

※西成区合同開催
・大阪府不動産コンサルティング協会

令和５年12月
空家の管理・活用セミナー、個別相談会（未定）

※東住吉区合同開催

大阪の住まい活性化フォーラム

・大阪府不動産コンサルティング協会

・大阪司法書士会

住之江区 令和５年10月 空家セミナー、個別相談会（30名） 大阪府不動産コンサルティング協会

令和５年５月 空き家に関する学習会（地域包括支援センター職員向け）※2回（24名） 全日本不動産協会大阪府本部

令和５年８月 空き家活用セミナー（5名） ㈱フル・プラス

令和６年３月 空き家活用セミナー（20名） 空き家活用㈱

令和５年９月
空家の管理・活用セミナー、個別相談会（16名）

※阿倍野区合同開催
・既存住宅・空家プロデュース協会

令和５年12月
空家の管理・活用セミナー、個別相談会（40名）

※阿倍野区合同開催

大阪の住まい活性化フォーラム

・大阪府不動産コンサルティング協会

・大阪司法書士会

西成区 令和５年10月
空家の管理・活用セミナー、個別相談会（18名）

※阿倍野区合同開催
・大阪府不動産コンサルティング協会

東住吉区

旭区

住吉区

大正区

阿倍野区



本市ＨＰにてセミナーの開催周知およびＷＥＢ参加の拡大について

各区が開催するセミナーについては、広報紙やホームページ等で周知を行っている。

また、YouTube等のWEBを活用する事により、誰もがいつでも閲覧可能となることから、２０２２年度に

阿倍野区が作成したYouTubeのセミナーについて、今年度も引き続き全区および計画調整局のホームページ

でリンクしている。

①「空き家で悩まないための知恵～空き家の売却・除却・予防～」

一般社団法人 大阪府不動産コンサルティング協会 副会長
金森 匡邦（かなもり ただくに）さん（株式会社港不動産 代表取締役）

②「相続と空き家 ～相続登記が義務化になる～」

一般社団法人 大阪府不動産コンサルティング協会
小谷 千代（こたに ちよ）さん（麗和トータルサポート代表 司法書士）

【URL】

https://www.city.osaka.lg.jp/abeno/page/0000570578.html

効果的な意識啓発

https://www.city.osaka.lg.jp/abeno/page/0000570578.html


⚫ 市外居住の空家所有者等へ意識啓発を行うため、納税通知書のお知らせチラシに「空家の適切な維持管
理」ついての啓発文を掲載

令和６年度も継続実施

（参考）令和５年度

市外居住の空家所有者等への意識啓発

※レイアウト、構成等については、変更となる可能性がある。



空き家の発生を抑制するための特例措置
～被相続人居住用家屋等確認書の交付～

＜制度の概要＞
空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続日から起算して3年を経過する日

の属する12月31日までに、被相続人が居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、
当該家屋（耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。）
又は、取壊し後の土地を譲渡した場合に、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を
特別控除するもの。

※令和４年３月までは、市内全域の申請手続きについて計画調整局窓口にて受付等行っていたが、
令和４年４月から、ニア・イズ・ベターの観点から、各区役所窓口で受付等を実施している。

所有者やその家族に関わる人々と連携した予防的な空家対策

＜令和５年度税制改正に伴う特例措置の拡充及び延長＞
これまでは、特例措置の対象は、譲渡前に解体又は耐震リフォーム等の工事を行うことが要件となっており、工事の発

注等に係る負担を理由として売主が空き家を放置するケースに対応できていなかったが、譲渡後に買主が工事を行う場合
であっても特例の対象とするなどの適用要件の拡充や措置期間の延長が実施される。
①譲渡後に家屋の耐震改修又は除却を行った場合を対象に加える。
②本特例措置を４年間（令和６年１月１日～令和９年12 月31 日まで）延長する。

＜交付実績＞ （令和５年９月末時点）

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 合計

物件数 62 76 126 119 94 100 130 39 746

申請件数 104 121 187 171 165 154 207 61 1170



阿倍野区特定空家等予防啓発事業～空き家にしないネットワーク～

【大阪住まいの活性化フォーラム】 ※２
（公社）大阪府建築士会、（公社）全日本不動産協会大阪府本部、（一社）大阪府宅地建物取引業協会、
（一社）大阪府不動産コンサルティング協会、（一社）関西住宅産業協会、（一社）既存住宅・空家プ
ロデュース協会、（ＮＰＯ法人）人・家・街 安全支援機構
（ＮＰＯ法人）信頼できる工務店選び相談所・求められる工務店会、（一社）日本住宅リフォーム産業
協会近畿支部、大阪司法書士会、大阪弁護士会、大阪府行政書士会、近畿税理士会、大阪土地家屋調査
士会、（一財）大阪住宅センター
【その他事業者等】
大阪市シルバー人材センター、大阪市立住まい情報センター（あんじゅネット）
【補助金等制度】
空家利活用改修補助、耐震診断・耐震改修・耐震除却にかかる補助、防災空地活用型除却費補助、建替
建設費補助、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除など
【金利優遇】
池田泉州銀行・住宅金融支援機構との連携協定による空き家対策応援ローン、リバースモーゲージ

事業目的 空家にしないネットワークを形成し、地域全体で住まいを見守ることで、特定空家等の発生を未然に防ぐ。
事業概要 将来空家になる可能性が高い家屋の所有者（高齢世帯）と関わりが深い、福祉関係者および地域役員と連携し、住まいに関する相談を受付け、適切な専門事業
者につなぐ。そのために、福祉関係者および地域役員に対して啓発活動を行い、家の活用方法等の知識を修得してもらう。また、単なる売却等の解決だけではなく、コ
ミュニティ活性の場として利活用できる手法や補助制度等があることを認識してもらい、地域課題の解決に向けた側面があることの関心を高める。

【福祉関係者・地域役員等】 ※１
社会福祉施設連絡会（区社会福祉協議会、特別養護老人ホーム、デイサービスセンター等）、居宅介

護支援事業者連絡会（施設管理者、ケアマネジャー等）、地域福祉コーディネーター、民生委員児童委
員協議会、地域活動協議会、地域振興会（町会長、女性部長等）、総合的な相談支援体制の充実事業
「つながる場」（保健福祉センター、地域活動支援センター、あんしんさぽーと、医師会在宅医療・介
護連携相談支援室、地域包括支援センター等）

事業概要図

売却
「不在の間、貸し出したい」

「家を活用して資金源にしたい」
「施設に入るため空家になる」

などの所有者の悩み

所
有
者
の
ニ
ー
ズ
や

地
域
課
題
と
合
わ
せ
て

貸借

リノベーション

地域コミュニティの活性化にも

子育てサロン 防災空地



啓発チラシの作成

各区への展開状況

家系図の作成★
おうちの将来を決めていく上で重要な「関係する人」を把握しましょう。

第１順位

子（卑属）・代襲相続人

（孫・曾孫）

第２順位

親（尊属）

第３順位

兄弟姉妹・代襲相続人

（一代に限り）

法定相続人 ※配偶者は常に相続人です

配偶者

子 子 子 子

孫 孫 孫 孫 孫 孫 孫 孫 孫 孫 孫 孫

あなた

子が死亡した場合は孫が第１順位です

父母が死亡した場合は
祖父・祖母が第２順位です

父 母

父方
祖父

父方
祖母

母方
祖父

母方
祖母

義父 義母

兄弟姉妹が死亡した場合は
おい・めいが第３順位です

6

空家ハンドブック・すまいの終活ブックの作成(令和３年10月作成）A5版・2４ページパンフレット

４区へ空家ハンドブッ
クのデータを提供。
(令和５年10月末現在)
うち１区で自区版の空
家ハンドブックに編集
し、窓口での配布およ
び区ホームページにて
公開中。



経過（協定について）
• 空家等の適正な管理を推進するため、平成31年3月28日

に公益社団法人大阪市シルバー人材センターと連携協定
を締結。

• 本協定に基づき本市と同法人が連携し、空家等の適正な
管理を推進することにより、安全、衛生、景観、防犯等
の面で地域住民の生活環境の保全を図る。

協定に基づく取組概要
• 本部と３支部（南・西・北）で体制を整え、各区役所の

窓口担当と連携し空家等対策を推進
• 空家等の所有者等との契約による適正管理サービスを提

供
• 同法人が作成した空家等の適正な管理の推進に関する市

民への啓発パンフレットを各区役所に配架し、市民から
の相談対応時に必要に応じて同法人の空家等の適正管理
の取組を案内（令和元年８月末～）。

• 各区の契約件数等の情報報告を受け、適正管理の需要・
効果を確認していく。

◆ 協定に基づく実績

空家等の適正な管理の推進に関する協定（公益社団法人 大阪市シルバー人材センター）

年度 期間 件数 備考

R1年度 R1.8～R2.3 2 件 除草１件、剪定１件

R2年度 R2.4～R3.3 3 件 除草２件、周辺清掃１件

R3年度 R3.4～R4.3 0 件

R4年度 R4.4～R4.3 1 件 剪定１件

R5年度 R5.4～R5.9 0 件



協定に基づく取組概要
• 郵便局員が業務中、特定空家等に起因する通行上の危

険を発見した場合、区役所に通報
• 市内各郵便局において、空家等の未然発生防止等に向

けた周知啓発のため、空家ハンドブック等リーフレッ
トを配架

経過（協定について）
• 令和元年6月17日に、市内各所の郵便局のネットワー

クや、市内くまなく展開されている郵便物の配達業務
により地域状況をよく把握されている日本郵便株式会
社と「包括連携協定」を締結。

• 連携する全９項目のうち、「⑴市民生活の安全・安心
に関すること」の具体的取組として、「空家等対策へ
の協力」を掲げている。

◆ 協定に基づく実績

大阪市と日本郵便株式会社の包括連携協定《空き家部分》（日本郵便株式会社）

年度 通報件数 ハンドブック等の配架

R1年度 2 件 ５ 区

R2年度 0 件 7 区

R3年度 0 件 7 区

R4年度 1 件 8 区

R5年度 0 件 8 区

（令和5年9月末時点）



第７ 空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進

・利用可能な空家等を地域資源として捉え、区役所等と地域、事業者等で連携し、まちづくりの一環として、
空家や空き店舗等を活用した地域活性化に取り組んでいる。

空家の利活用等に活用可能な支援制度の実績について（令和５年9月末時点） 1/4

名　　称 事業概要 補助率・上限額 対象エリア 担当部署 実績

あきない伝道師による商店街強化事業 商店街等の活性化に取り組

んでいるキーパーソンや専

門家を「あきない伝道師」

として派遣し、空き店舗対

策など、課題解決に取り組

む商店街等を支援

無料（1商店街あたり最大10回、1構成員あたり最大

5回）

・大阪市全域

・商店街団体等の単位

組織又はその連合体が

対象

経済戦略局

産業振興部

産業振興課（商業担当）

℡6615-3781

派遣回数４件（うち、空き店舗対策に関

する派遣０回）

【大阪市ボランティア活動振興基金】

福祉ボランティア活動支援事業

（立ち上げ支援）

地域福祉課題の解決を目的

に、新たに活動を始める団

体の運営基盤整備を支援

上限額80万円/件（改修費への助成を含む） ・大阪市全域

・大阪市内で福祉課

題・地域課題の解決に

取組む非営利の活動団

体

・年度内に団体を立ち

上げ、活動開始が見込

める等の要件あり

大阪市ボランティア・市民活動センター（大阪

市社会福祉協議会）

℡6765-4041

福祉局
生活福祉部

地域福祉課企画グループ

空家活用事例に係る交付申請数：0件

【大阪市小規模保育事業所整備補助金】 小規模保育事業所を開設す

る事業実施者に対して、テ

ナント等の賃貸借建物の保

育室への改修その他事業所

の整備に必要な経費の一部

を補助

補助対象経費のうち事業実施者が実際に支払う又は

支払った経費（上限10,000,000円）に4分の3を乗じ

て得た額

大阪市全域（ただし、

補助金対象地域は別途

設定）

こども青少年局

幼保施策部幼保企画課

℡6208-8041

補助件数：0件

※制度活用全件数（うち、空家活用事例

件数は不明）

【不動産活用による保育施設整備マッチング事業】 物件所有者が保育施設への

活用を望む物件について、

保育に適した物件を探して

いる保育事業者へ紹介し、

双方のニーズのマッチング

を支援

無料 大阪市内のうち、保育

所等を設置する必要性

が高い地域（随時ウェ

ブサイトにて更新）

こども青少年局

幼保施策部幼保企画課

℡6208-8041

紹介件数：０件



空家の利活用等に活用可能な支援制度の実績について（令和５年9月末時点） 2/4

名　　称 事業概要 補助率・上限額 対象エリア 担当部署 実績

【大阪市一時預かり事業実施施設開設準備経費補助金】 一時預かり事業実施施設を

新規開設する事業実施者に

対して、施設の開設に必要

な施設の改修等に要する経

費及び礼金・開設前1か月分

の賃料を補助

補助対象のうち事業実施者が実際に支払う又は支

払った経費（改修に係る経費：上限合計4,000,000

円、礼金・賃料に係る経費：上限600,000円）

大阪市が一時預かり事

業実施事業者を募集す

る地域

こども青少年局

子育て支援部管理課

℡6208-7981

0件

【大阪市地域子育て支援拠点事業実施施設開設準備経費補助

金】

地域子育て支援拠点事業実

施施設を新規開設する事業

実施者に対して、施設の開

設に必要な施設の改修等に

要する経費及び礼金・開設

前1か月分の賃料を補助

補助対象のうち事業実施者が実際に支払う又は支

払った経費（改修に係る経費：上限合計4,000,000

円、礼金・賃料に係る経費：上限600,000円）

大阪市が地域子育て支

援拠点事業実施事業者

を募集する地域

こども青少年局

子育て支援部管理課

℡6208-7981

5件

【大阪市子育て世帯等向け民間賃貸住宅改修促進事業】 子育て世帯等の入居に資す

る改修工事を行う民間賃貸

住宅等のオーナーに対し

て、一定の要件を満たす改

修を行った場合に、改修工

事費の一部を補助

・補助率：補助対象工事費の1/3

・限度額：補助限度額75万円×補助対象住戸数

大阪市全域 都市整備局

企画部住宅政策課

民間住宅助成グループ

℡6208-9228

18件31戸

【民間戸建住宅等の耐震診断・改修補助事業】 地震の際の住宅の倒壊等に

よる被害の軽減を図るた

め、一定の要件を満たす戸

建住宅等の耐震診断・耐震

改修・耐震除却費の一部を

補助

【耐震診断】

・補助率：10/11

・限度額：5万円/戸かつ20万円/棟

【耐震改修設計】

・補助率：2/3以内

・限度額：10万円/戸かつ18万円/棟

【耐震改修工事】

・補助率：1/2

・限度額：100万円/戸

【耐震除却工事】

・補助率：1/3

・限度額：50万円/戸かつ100万円/棟

大阪市全域 都市整備局

耐震・密集市街地整備受付窓口

℡6882-7053

【耐震診断・耐震改修設計】

１４2戸

【耐震改修工事】

19戸

【耐震除却工事】

118戸



空家の利活用等に活用可能な支援制度の実績について（令和５年9月末時点） 3/4

名　　称 事業概要 補助率・上限額 対象エリア 担当部署 実績

【空家利活用改修補助事業】 空家の利活用に向けた良質

なストックへの改修を促進

するため、住宅の性能向上

に資する改修や地域まちづ

くりに資する用途への改修

等に要する費用の一部を補

助

○住宅再生型

【性能向上に資する改修工事】

・補助率：1/2

・限度額：75万円/棟

【インスペクション】

・補助率：1/2

・限度額：3万円/棟

○地域まちづくり活用型

【地域まちづくりに資する改修工事】

・補助率：1/2

・限度額：300万円/棟

【インスペクション】

・補助率：1/2

・限度額：3万円/棟

※別途耐震補助あり

（上記「耐震診断・改修補助事業」と同内容）

大阪市内全域 都市整備局

耐震・密集市街地整備受付窓口

℡6882-7053

各区役所空家相談窓口

【住宅再生型】

2戸

【地域まちづくり活用型】

1戸

狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度 対策地区において、幅員４

m未満の狭あい道路に面す

る昭和25年以前に建てられ

た木造住宅（重点対策地区

においては幅員６m未満の

道路に面する昭和56年５月

31日以前に建てられた木造

住宅）を除却する場合、除

却に要する費用の一部を補

助

・補助率：「除却及び整地に要する費用」と「大阪

市が定める額※」の低い方の1/2以内（重点対策地

区の場合は2/3以内）※戸建住宅：17,000円/㎡、集

合住宅：15,000円/㎡

・限度額：

【対策地区】

　・戸建住宅：75万円

　・集合住宅：150万円

【重点対策地区】

　・戸建住宅：100万円

　・集合住宅：200万円

密集住宅市街地整備の

対象地域のうち、「対

策地区・重点対策地

区」

都市整備局

耐震・密集市街地整備受付窓口

℡6882-7053

【対策地区】

戸建：38件56戸

集合：14件36戸

【重点対策地区】

戸建：64件80戸

集合：16件104戸

（総合計）132件276戸



空家の利活用等に活用可能な支援制度の実績について（令和５年9月末時点） 4/4

名　　称 事業概要 補助率・上限額 対象エリア 担当部署 実績

防災空地活用型除却費補助制度 重点対策地区において、幅

員6m未満の道路に面する昭

和56年5月31日以前に建てら

れた木造住宅を除却し、跡

地を災害時の避難などに役

立つ防災空地として活用す

る場合、除却及び空地整備

に要する費用の一部を補助

【木造住宅の解体費用】

・補助率：2/3

・限度額：戸建て住宅：100万円、集合住宅：200

万円

【空地の整備費用】

・補助率：2/3

・限度額：120万円

密集住宅市街地整備の

対象地域のうち、「重

点対策地区」

都市整備局

市街地整備部住環境整備課

密集市街地整備グループ

℡6208-9235

なし

まちかど広場整備事業

（まちかど広場整備事業従前建築物除却制度）

民間の土地所有者から本市

に対し、広場に適した200～

300㎡程度の土地を概ね20年

間無償使用賃借によって提

供し、本市が広場整備を行

う場合、一定の要件を満た

す建築物の除却に要する費

用の一部を補助

・補助率：2/3

・限度額：

　【木造】

　15,000円/㎡を補助対象面積に乗じた額×2/3

　【非木造】

　17,000円/㎡を補助対象面積に乗じた額×2/3

密集住宅市街地整備の

対象地域のうち、「重

点対策地区」

都市整備局

市街地整備部住環境整備課

密集市街地整備グループ

℡6208-9235

なし

建替建設費補助制度

（集合住宅への建替え）

重点対策地区において、昭

和56年5月31日以前に建てら

れた建物を集合住宅（マン

ション・アパートなど）に

建替える際の費用の一部を

補助

・補助率：2/3

・限度額：補助対象項目ごとに限度額あり

密集住宅市街地整備の

対象地域のうち、「重

点対策地区」

都市整備局

耐震・密集市街地整備受付窓口

℡6882-7053

１件36戸

※建替後の戸数

建替建設費補助制度

（戸建住宅への建替え）

対象地区（重点対象地区を

含む）において、未接道敷

地などを解消するために隣

接する土地を平成30年4月以

降に売買で取得した敷地に

おいて、昭和56年5月31日以

前に建てられた建築物を戸

建て住宅へ建替える際の費

用の一部を補助

・補助率：1/2（重点対策地区は2/3）

・限度額：補助対象項目ごとに限度額あり

密集住宅市街地整備の

対象地域のうち、「対

策地区・重点対策地

区」

都市整備局

耐震・密集市街地整備受付窓口

℡6882-7053

２件２戸

※建替後の戸数



制度概要

○補助の種類
【住宅再生型】バリアフリーや省エネといった性能向上に資する

改修工事を行い住宅として空家を利活用するもの
（改修後の用途：住宅）
【地域まちづくり活用型】子ども食堂や高齢者サロンといった

地域まちづくりに資する改修工事を行い空家を利活用するもの
（改修後の用途：地域まちづくりに資する用途（地域に開かれた

居場所等))

○事前協議・補助申請受付窓口
• 本制度の利用に際しては、都市整備局への補助申請に先立って、

空家の所在する各区役所において地域まちづくりに資する用途等
について事前協議を行っていただく仕組みとしている。

○主な補助要件
• 市内にある平成12年5月31日以前に建築された住宅（戸建又は長

屋建）であること
• 不動産市場に賃貸用又は売却用として流通しておらず、3か月以上

空家であること
• 改修により一定の耐震性能を確保すること、又は耐震性能を有す

ること
• 利活用事例として、大阪市が情報発信することに了承できること
• 売却を前提としたものでないこと

経過
• 平成30年度の大阪市空家等対策協議会で、計画策定以降の取組について評価を行った結果、利活用の促進の取組は十分

ではなく、「取組の強化」が必要とされた。
• 区長会議まちづくり・にぎわい部会に設置した「空家等対策検討会」及び個別課題対策チームにおいて、空家の利活用

促進に向けた補助制度の検討を進め、令和元年度から区と局が連携して補助制度を実施することとした。
• 令和元年6月24日から補助申請の事前協議・受付を開始。

空家利活用改修補助事業について

改修工事補助により利活用された空家戸数 （令和５年９月末時点）

住宅再生型 地域まちづくり型

性能向上に資する改修工事 地域まちづくりに資する改修工事

R1年度 10戸 0戸

R2年度 15戸 1戸

R3年度 6戸 2戸

R4年度 12戸 2戸

R5年度 2戸 1戸

※改修に至るまでに実施された耐震診断等の申請戸数は含まない

年度



4軒長屋（賃貸住宅）の改修（平野区、昭和41年築）
事例紹介① 住宅再生型

●建物外観 老朽化したバルコニーを撤去、外壁改修や木製建具への入れ替えによりイメージを一新

●建物内部 古い梁や柱を活かしつつ収納も確保、2階は可動式収納で緩やかに空間を仕切ることが可能



はたけもり HATA Lab×COME Lab （生野区、昭和28年築）
元米穀店をいろいろな人が集まり新たなチャレンジができる実験場として活用

隣接する畑で収穫した野菜を活用した食育活動、井戸端カフェの開催、高齢者のＩＣＴサポート等

●建物外観 外壁の塗装や建具改修で明るい雰囲気に

●建物内部 調理スペースや、広々とした土間空間を整備

●イベント開催時の様子

事例紹介② 地域まちづくり活用型



お風呂 de サロン（阿倍野区、大正10年築）
高齢者向けシェアハウスの共用リビングを、地域の高齢者が自由

に利用し交流するサロンとして開放

●建物外観

●建物内部

改修後の共用リビング

事例紹介③ 地域まちづくり活用型 事例紹介④ 地域まちづくり活用型

ここコミュ（淀川区、昭和46年築）
こども食堂など定期的に開催するとともに、高齢者と若者世代の

交流スペースとして活用

●建物外観

●建物内部



ひろば（淀川区、昭和35年築）
障がいを持つ当事者や地域の様々な方等の交流の場として活用

●建物外観

●建物内部

事例紹介⑤ 地域まちづくり活用型 事例紹介⑥ 地域まちづくり活用型

きたつランド（生野区、昭和55年築）
大阪の医療チーム「KISA2隊」が子どもたちが共に学び、楽しく遊

べる新しい場づくりをコンセプトに開設

●建物外観

●建物内部 ●活動のようす

●建物内部



≪不動産団体との協定に基づく空家情報提供数について≫
• 平成31年3月の不動産団体との連携協定に基づき、同年6月から取組を

開始し、令和3年以降、全区において展開している。

※住吉区はR1.6～、大正区、生野区、阿倍野区、住之江区、東住吉区、
西成区はR2.3～、その他の区はR3.1～取組を開始している。

取組実施状況（令和元年６月～令和５年９月）

※「③団体への所有者情報提供（同意書送付）件数」の17件の現在の状況は、
13件が是正済（提案書を作成した不動産団体と契約したもの6件、他社と
契約したもの7件）となっており、商談中が3件、商談不成立後未是正1件
となっている。

経過（協定について）
• 大阪市における空家等対策にかかる諸課題の解決を図るため、平成31年３月

４日に両団体と連携協定を締結。
• 適切な管理が行われていない空家等が、防災、衛生、景観等の地域住民の生

活環境に深刻な影響を与えていることに鑑み、大阪市と各団体が連携して空
家等の適正管理、有効活用及び解消を図り、もって地域住民の生活環境の保
全、地域の活性化を図ることを目的とする。

協定に基づく取組概要
●連携事業の流れ
• 大阪市(各区役所)が保有する特定空家等の情報のうち、所有者の意向確認が

できた特定空家等の所在地及び建物概要を各団体(会員事業者)に提供(③④)。
各団体(会員事業者)は、専門家の視点から空家ごとに活用方策を検討・提案
(⑤⑥)。大阪市(各区役所)は、活用方策を空家所有者に提示し、検討を働き
かけ(⑦)、所有者の同意が得られれば(⑧)、所有者と会員事業者との具体的
な相談へとつなげる(⑨⑩⑪)。

●情報提供の対象となる空家等
• 通報等を受け、所有者へ指導等を行っている特定空家等
• 区の調査で把握した空家等のうち、所有者を把握している空家等 など

空家等対策の推進にかかる協定 （一般社団法人 大阪府宅地建物取引業協会 公益社団法人 全日本不動産協会大阪府本部）

情報提供先
①団体への物件情報

　提供件数

②団体から提案書

　提示件数

③団体への所有者情報提供

（同意書送付）件数

　大阪府宅地建物取引業協会 ５２件 ４２件 １０件

　全日本不動産協会大阪府本部 ４８件 ２９件 ７件

合計 １００件 ７１件 １７件

《財産管理制度の活用促進における連携》
空家等対策の推進にかかる協定に基づく空家情報の提供及び有効活用等にかかる
相談に関するマニュアルに反映（R5.4.1改訂施行）
・検討書提供件数 ６件（全日） ・検討書依頼中件数 １件（全宅）

《空家利活用支援による連携》
空家の利活用、除却、売買といった悩み事がある所有者等が直接団体に相談でき
「空家利活用支援」について24区へ周知（R5.2.1）、チラシの配架



【各区独自の取組み】空家等対策に関する事業連携協定の一覧(1/2)
※協定締結日順

区名 協定名 締結日 協定の内容

住吉区
住みよい住吉区のまちづくりを進めるためのパートナーシップ協定

（一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会なにわ南支部）
平成29年9月13日

住みよい住吉区のまちづくりを進めるにあたって、次のことについて、連携・協力を行う。

（１） 不動産に関する専門的立場からの意見

（２） 不動産に関する情報の提供

（３）その他本協定の目的達成のために必要となること

住吉区
住吉区役所と株式会社フル・プラスとの連携による空家等対策にかかる

取組の実施に関する協定書
令和2年9月7日

１　甲及び乙は、第１条の目的を達成するため、連携・協力して空家セミナー等を開催する。

２　前項の開催にかかる協力内容及び役割分担については、次の各号のとおりとする。なお、次の各号に定めのない事項については、甲

乙協議の上、決定する。

（１）甲　空家セミナー等の開催にかかる連絡調整、広報、実施場所の提供

（２）乙　空家セミナー等の開催にかかる連絡調整、企画立案、実施・運営

３　甲は、乙が提案する次の各号に掲げる事項の実施について検討する。実施にあたっては、甲乙協議の上、協力内容及び役割分担を決

定する。

（１）地域コミュニティ、地域福祉等に貢献する空家等の活用に関すること

（２）その他、住吉区の空家等対策の推進に資する取組に関すること

※甲…住吉区役所、乙…株式会社フルプラス

住吉区
住吉区役所と空き家活用株式会社との連携による空家等対策にかかる取

組の実施に関する協定書
令和2年10月2日

１　甲及び乙は、第１条の目的を達成するため、連携・協力して空家セミナー等を開催する。

２　前項の開催にかかる協力内容及び役割分担については、次の各号のとおりとする。なお、次の各号に定めのない事項については、甲

乙協議の上、決定する。

（１）甲　空家セミナー等の開催にかかる連絡調整、広報、実施場所の提供

（２）乙　空家セミナー等の開催にかかる連絡調整、企画立案、実施・運営

３　甲は、乙が提案する次の各号に掲げる事項の実施について検討する。実施にあたっては、甲乙協議の上、協力内容及び役割分担を決

定する。

（１）地域コミュニティ、地域福祉等に貢献する空家等の活用に関すること

（２）その他、住吉区の空家等対策の推進に資する取組に関すること

※甲…住吉区役所、乙…空き家活用株式会社

生野区
生野区役所と株式会社スペースマーケット及びakippa株式会社と区内の

遊休資産・空きスペースの有効活用等に関する事業連携協定
令和3年3月22日

１　区内の遊休資産・空きスペースについて株式会社スペースマーケット及びa k i p p a

　　株式会社の有する情報媒体で掲載

２　区内の遊休資産・空きスペースの発掘と有効活用の促進に関する情報交換

３　区内の遊休資産・空きスペースの発掘と有効活用の促進に向けた広報P Rの推進

４　区内の遊休資産・空きスペースの所有者等に対するセミナー等の開催



【各区独自の取組み】空家等対策に関する事業連携協定の一覧（2/2）
※協定締結日順

区名 協定名 締結日 協定の内容

生野区
生野区役所と一般社団法人大阪府不動産コンサルティング協会との区内

の空家等対策に関する事業連携協定
令和3年6月3日

１　区内の空家等の所有者等に対する相談窓口の案内・広報

２　区内の空家等の電話による相談および問題解決支援の実施

３　区内の所有者等とその関係者に対する空家問題に関する意識啓発・予防的取組の検討

４　区内の空家等の対策にかかる取組みの推進

５　区内の空家等データの収集と有効活用・対策に向けた検討

西成区
西成区役所と一般社団法人大阪府不動産コンサルティング協会との区内

の空家等対策に関する事業連携協定
令和4年10月24日

１　区内の空家等の所有者等に対する相談窓口の案内・広報

２　区内の空家等の電話による相談および問題解決支援の実施

３　区内の所有者等とその関係者に対する空家問題に関する意識啓発・予防的取組の検討

４　区内の空家等データの収集と有効活用・対策に向けた検討

５　その他、区内の空家等の対策にかかる取組みの推進

城東区
城東区役所と一般社団法人大阪府不動産コンサルティング協会との区内

の空家等対策に関する事業連携協定
令和4年11月11日

１　区内の空家等の所有者等に対する相談窓口の案内・広報

２　区内の空家等の電話による相談および問題解決支援の実施

３　区内の所有者等とその関係者に対する空家問題に関する意識啓発・予防的取組の検討

４　区内の空家等の対策にかかる取組みの推進

５　区内の空家等データの収集と有効活用・対策に向けた検討

生野区
生野区役所と空き家活用株式会社との区内の空家等対策に関する事業連

携協定
令和4年11月18日

１　区内の空家等の情報交換に関すること

２　区内の空家等の利活用促進に関すること

住之江区
住之江区役所と一般社団法人大阪府不動産コンサルティング協会との区

内の空家等対策に関する事業連携協定
令和5年2月9日

１　区内の空家等の所有者等に対する相談窓口の案内・広報

２　区内の空家等の電話による相談および問題解決支援の実施

３　区内の所有者等とその関係者に対する空家問題に関する意識啓発・予防的取組の検討

４　区内の空家等データの収集と有効活用・対策に向けた検討

５　その他、区内の空家等の対策にかかる取組みの推進



経過（協定について）

・空家等対策の推進を図ることを目的に、生野区、西成区、

城東区、住之江区の４区が一般社団法人大阪府不動産コン

サルティング協会と事業連携を締結。

・区内の空家等の適正管理、有効活用及び解消を図ることに

より、地域住民の生活環境の保全、地域の活性化を目的と

する。

協定に基づく連携概要

・区内の空家等の所有者等に対する相談窓口の案内・広報

・区内の空家等の電話による相談および問題解決支援の実施

・区内の所有者等とその関係者に対する空家問題に関する意

識啓発・予防的取組の検討

・区内の空家等の対策にかかる取組みの推進

・区内の空家等データの収集と有効活用・対策に向けた検討

令和４年度協定に基づく相談実績

・生野区内の相談 36件

・西成区内の相談 11件※

・城東区内の相談 ３件※

・住之江区内の相談 ３件※

※相談件数については、協定締結後の相談件数

空家等対策に関する事業連携協定（一般社団法人 大阪府不動産コンサルティング協会）



第８ 特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処

〇段階的な指導等の強化
・これまで「段階的な指導等の強化」の検討として、令和元年度に「勧告を行う時期等に関する指針」を
制定し、令和３年度に「保安上危険な建築物の判定表」を見直した。

・令和４年度には「勧告後の進め方」について検討を行い、命令・代執行へと手続きを進める場合の目安に
ついてとりまとめた。

・令和５年度は、空家法の改正（R5.6.14公布、R5.12.13施行）を踏まえ、管理不全空家等への「段階的な
指導等の強化」について検討を行い、計画及び指針の改訂案を作成した。（具体的な内容は議題３におい
て説明）

〇所有者等不明物件への対応
・これまで「所有者等不明物件への対応」の検討として、令和３年度に先行取組
案件（阿倍野区・旭区・西成区）において、「財産管理制度」を活用し、その
内容について各区へ共有した。 （参考資料3（P66）参照）

・令和４年度は、財産管理制度の活用が有効な特定空家等の抽出と実施に向けた
年次計画を作成した。

・令和５年度は、上記年次計画に基づき、取組みを実施。
・また土地所有者と建物所有者が異なる場合において、財産管理制度を活用した事例についてとりまとめた。
（参考資料4（P67）参照）



第８ 特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処

〇その他
・行政代執行、略式代執行及び財産管理制度の活用が必要となる困難案件への対応については、「大阪弁護士

会空家等対策・財産管理制度等に関するプロジェクトチーム」による自治体職員向けセミナー等に参加し、
具体的事例についての意見も参考としながら検討を進めている。

（令和５年度開催）令和５年８月28日 空家事例検討会
令和５年11月６日 相続 財産 管理人・不在者財産管理人制度に関するオンラインセミナー（協力：大阪家庭裁判所）
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